
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
三
十
六
号

令
和
七
年十

月
十
七
日

金　曜　日

目

次

条

例

○
山
梨
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三

○
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五
号
）
（
防
災
危
機
管
理
課
）

1
　
防
災
に
関
す
る
施
策
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験
の

あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
委
員
の
定
数
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）

（
D
X
課
）

1
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条

第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
省
令
を

根
拠
と
し
て
外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
事
務
に
関
す
る
規
定
を
削

除
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
七
号
）
（
市
町
村

振
興
課
）

1
　
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法
定
事
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
採
石
法
及
び
砂
利
採
取

法
に
関
す
る
事
務
を
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
か
ら
削
除
す
る
こ
と
と
し

た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）
（
税
務
課
）

1
　
社
会
福
祉
の
充
実
及
び
教
育
文
化
の
振
興
に
係
る
財
政
上
の
必
要
に
基
づ
き
、
中
小
法
人
等
を
除

く
法
人
に
対
し
、
法
人
県
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
の
特
例
を
適
用
す
る
期
間
を
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九

号
）
（
障
害
福
祉
課
）

1
　
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
一
層
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
県
立
育
精
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
業
務
に
、
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
入
所
継
続
が
可
能
と
さ
れ
た
満
二
十
三
歳
に
達
す
る

ま
で
の
者
に
対
す
る
業
務
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
号
）
（
住
宅
対
策

室
）

1
　
県
営
住
宅
へ
の
入
居
を
促
進
す
る
た
め
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
家
賃
等
の
債
務

保
証
業
者
と
の
間
で
締
結
し
た
契
約
書
面
の
提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五

十
一
号
）
（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

1
　
県
立
高
等
学
校
の
定
時
制
及
び
通
信
制
課
程
へ
の
修
学
を
支
援
す
る
た
め
、
授
業
料
の
一
部
に
自

己
負
担
が
生
じ
て
い
る
定
時
制
及
び
通
信
制
課
程
の
生
徒
を
授
業
料
の
減
免
の
対
象
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号

山
梨
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
五
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
月
十
七
日

二

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
一
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加

え
、
「
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
一
項
の
障
害
者
支
援
施
設
の
業
務
を
総
合
的
か
つ
有
機
的
に
行
う

総
合
福
祉
施
設
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
法
第
七
条
第
二
項
の
障
害
児
入
所
支
援
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に

お
い
て
「
障
害
児
入
所
支
援
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業

イ
　
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
の
う
ち
、
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
精
神
に
障
害

の
あ
る
児
童
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
発
達
障
害
児
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
障
害
児
入
所
給
付
費
等
（
法
第
五
十
条
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障

害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。
）
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
又
は
法
第
三
十
一
条
第
二
項

若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
障
害
児
入
所
施
設
に
在
所
さ
せ

る
措
置
を
受
け
た
者

第
三
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
第
一

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
の
項
中
「
及
び
六
の
項
ワ
」
を
「
、
七
の
項
及
び
八
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
六
の
項
ハ
中
「
負
担
能
力
の
認
定
又
は
」
を
削
り
、
同
項
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ヘ
を

ニ
と
し
、
ト
を
ホ
と
し
、
同
項
チ
中
「
若
し
く
は
家
賃
若
し
く
は
敷
金
の
決
定
若
し
く
は
変
更
又
は
収

入
超
過
者
に
対
す
る
措
置
」
を
「
又
は
家
賃
の
決
定
」
に
改
め
、
同
項
中
チ
を
ヘ
と
し
、
リ
及
び
ヌ
を

削
り
、
ル
を
ト
と
し
、
ヲ
を
チ
と
し
、
ワ
を
削
り
、
カ
を
リ
と
し
、
同
表
七
の
項
及
び
八
の
項
中
「
就

学
支
援
金
支
給
事
務
」
を
「
就
学
支
援
金
法
に
よ
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
月
十
七
日

三

入
居
者
と
し
て
決
定
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
に
掲
げ
る
生
徒
に
対
し
て
は
、
期
間
を
定
め
て
授
業
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
天
災
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
修
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
生
徒

二
　
留
学
を
許
可
さ
れ
た
生
徒

三
　
受
給
権
者
で
あ
る
生
徒
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
生
徒
で
あ
つ

て
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
も
の

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
同
条
第
三
項
及

び
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
七
条
第
一
項
第

三
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
障
害
児
の
」
を
「
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
た
児
童
を
除
く
。
）
の
」
に
、
「
児
童
福
祉
法
第
六

条
の
」
を
「
法
第
六
条
に
規
定
す
る
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
次
号
」
に
改
め
、
「
。
）
」
の
下
に

「
及
び
第
三
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
者
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第

二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
「
か
ら
第
四
号

ま
で
」
を
削
り
、
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
を

「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
削
り
、
「
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
を
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
五
十
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
連
署
及
び
当
該

書
面
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
以
後
に
県
営
住
宅
の
入
居
者
と
し
て
決
定
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
県
営
住
宅
の



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
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印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
七
年
十
月
十
七
日

四


